
一般社団法人ＫＫＮ×熊本県

建築大工等人材育成と地域工務店等による県産材利用に関する建築物木材利用促進協定

協定締結日:令和５年８月１０日
有効期間:協定締結日から令和９年３月末まで
対象区域:熊本県

一般社団法人ＫＫＮは、木造住宅の施工に係る建築大工等の人材育成や会員による県産材等の利
用拡大を通じ、「2050年熊本県内CO2排出実質ゼロ」の実現、林業や地域の活性化等への貢献、合
法伐採木材等を利用することによるSDGsの推進を目的とし、熊本県と協定を締結しました。

 一般社団法人ＫＫＮの木材利用の促進に関する構想
木造住宅の施工に係る建築大工等の人材育成や県内における地域
工務店会員での県産材等の利用拡大を通じ、「2050年熊本県内CO2
排出実質ゼロ」の実現、林業や地域の活性化等に貢献する。また、合
法伐採木材等を利用することにより、SDGsを推進していく。

 構想の達成に向けた取組の内容
・合法伐採木材等の利用促進
・県産材を活用した、JBN認定品質住宅を年間100棟供給
・低層非住宅・中大規模建築物の分野における在来木造工法を中心

とした木造建築の普及
・県産材等を使用した応急仮設木造住宅の建設及び応急修理の対応
・木造建築の担い手育成に向けて県内で研修会等を実施
（令和8年度までに大工技能研修会受講者を20名以上、木材に関するセミナー受講者を150名以上とする）

 構想の達成のための熊本県による支援
・技術的助言や活用可能な補助事業等の情報提供
・木材利用に関する意見交換や相談窓口・専門家の紹介
・本取組を積極的に広報
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